
令和２年度各市町村における歯と口の健康づくりに関する取組状況調査について

１．調査の目的

  　 各市町村の歯科保健対策の取組状況を把握することで、県及び市町村の歯と口の健康づくりに関する取組の参考にする。

２．調査対象

　　 青森県内４０市町村

３．調査項目

　   令和２年度に各市町村が実施した歯と口の健康づくり関係事業について、下記項目ごとに取組状況を調査した。

 

  （P.１～８）
   １　乳幼児
   ２　保育所（園）・幼稚園・認定こども園 
   ３　学校
 
  （P.９～１６） 　
   ４　妊産婦
   ５　成人
   ６　高齢者

  （P.1７～２０） 　
   ７　心身障がい（児）者
   ８　普及啓発活動等
   ９　休日歯科応急診療
 １０　保健センターの設置
 １１　歯科技術職員の配置

  （別紙）
  令和２年度各市町村における歯周疾患検診結果

　  
  ※編集時に、より適当な項目へ移動した等の事情により、提出いただいた調査票とは記載欄が異なることがあります。

※「２ 保育所(園)・幼稚園・認定こども園」及び「３ 学校」

①健康教育・保健指導、②職員向け研修会等について、〇：市町村主体で実施、△：施設等からの依頼に基

づき実施

③フッ化物洗口、④フッ化物塗布について、実施施設数を記載し、自治体が関与せず施設独自で実施してい

る数を（）に内数で記載

※「７ 心身障がい（児）者」

①健康教育・保健指導について、〇：市町村主体で実施、△：施設等からの依頼に基づき実施
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対象年齢
・事業名

歯
科
医
師

の
参
加

歯
科
衛
生

士
の
参
加

対象年齢・回数・使用期限
（※未受診者へ受診勧奨をした

場合は、内容を記入する。）
対象年齢・事業名

園
児

保
護
者

児
童

保
護
者

生
徒

保
護
者

青 森 市 ○ ○

1歳6か月児健康診査の対象
児に受診票を交付
委託指定医療機関において、
1人につき最大4回、無料で
フッ化物塗布を実施
3歳の誕生日まで有効

・乳幼児・子育て健康相談
   （ハミガキ相談）

・1歳6か月児健康診査及び3
歳児健康診査において歯科
衛生士による個別指導

1
(1)

八 戸 市 ○ ○

平 内 町 ○
フ
ッ
化

物
塗
布

○
フ
ッ
化

物
塗
布

5歳児・5歳児健康相談（歯科
講話） ○

今 別 町 ○
フ
ッ
化

物
塗
布

○
フ
ッ
化

物
塗
布

○
フ
ッ
化

物
塗
布

２歳児
歯科健診

○ ○ 乳児歯科保健指導 ○ ○
1

(1)
1 ○ ○

○
フ
ッ
化

物
塗
布

2歳児健診 ○ ○

○
フ
ッ
化

物
塗
布

1.6歳、2歳、3歳児
健診を半年前に受
けた者・フッ素塗布

○

外 ヶ 浜 町 ○

フ
ッ
化
物

塗
布

○

フ
ッ
化
物

塗
布

○

フ
ッ
化
物

塗
布

乳幼児健診におけ
る2歳6か月児への
歯科診察・歯科指
導

○ ○
乳幼児健診における歯科衛生
士による乳児への歯科指導 ○

○

フ
ッ
素
配

合
歯
磨
剤

１歳児
歯科健康診査

○ ○

○

フ
ッ
化
物

歯
面
塗
布

２歳児
歯科健康診査

（１）　小学校

蓬　 田　 村 ○

フ
ッ
化
物
塗
布

○

（２）　中学校

①　歯　科　健　診 ②その他の歯科健診
・歯科相談等

③フッ化物歯面塗布等
個別受診券の配布

（②と重複しないものを記入）

健康教育・保健指導
（法定健診時も含む）

①健康教育
・保健指導

②
教
職
員
向
け

 
 
 

研
修
会
等

③
フ

ッ
化
物
洗
口

④
フ

ッ
化
物
塗
布

①健康教育
・保健指導市 町 村 名

１　　　　乳　　　　　　　　幼　　　　　　　　児 ２　保育所（園）・幼稚園・認定こども園 ３　　学    校

(１)　歯　科　健　診　

①健康教育
・保健指導

②
職
員
向
け

　
　
研
修
会
等

③
フ

ッ
化
物
洗
口

④
フ

ッ
化
物
塗
布

乳児健診・1歳6ヶ月児健診・2
歳児健診・3歳児健診時歯科
保健指導

②
教
職
員
向
け

 
 
 

研
修
会
等

③
フ

ッ
化
物
洗
口

④
フ

ッ
化
物
塗
布

１歳６か月児 ３歳児

弘   前   市 ○ ○

フ
ッ
化
物
塗
布

3
(3)

7
(7)

1



(２)  健  康  教  育  等
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対象年齢
・事業名

歯
科
医
師

の
参
加

歯
科
衛
生

士
の
参
加

対象年齢・回数・使用期限
（※未受診者へ受診勧奨をした

場合は、内容を記入する。）
対象年齢・事業名

園
児

保
護
者

児
童

保
護
者

生
徒

保
護
者

（１）　小学校 （２）　中学校

①　歯　科　健　診 ②その他の歯科健診
・歯科相談等

③フッ化物歯面塗布等
個別受診券の配布

（②と重複しないものを記入）

健康教育・保健指導
（法定健診時も含む）

①健康教育
・保健指導

②
教
職
員
向
け

 
 
 

研
修
会
等

③
フ

ッ
化
物
洗
口

④
フ

ッ
化
物
塗
布

①健康教育
・保健指導市 町 村 名

１　　　　乳　　　　　　　　幼　　　　　　　　児 ２　保育所（園）・幼稚園・認定こども園 ３　　学    校

(１)　歯　科　健　診　

①健康教育
・保健指導

②
職
員
向
け

　
　
研
修
会
等

③
フ

ッ
化
物
洗
口

④
フ

ッ
化
物
塗
布

②
教
職
員
向
け

 
 
 

研
修
会
等

③
フ

ッ
化
物
洗
口

④
フ

ッ
化
物
塗
布

１歳６か月児 ３歳児

黒 石 市 ○

フ
ッ
化
物
塗
布

○ ○

フ
ッ
化
物
塗
布

2歳児（R元年度3
月の2歳児健診対
象者含）・
幼児個別歯科健診

・乳幼児健診未受診者には毎
月受診勧奨ハガキ送付

・幼児個別歯科健診対象者(2
歳児)へフッ素無料券（２枚）配
布

・1歳6カ月児健診受診者に
フッ素無料券（3枚）配布

・フッ素無料券は交付日から1
年間有効

・4カ月児健診時に保護者(希
望者のみ)に唾液検査を実施
し、母子の歯科口腔保健指導
を実施(R3.1～)
 
・4カ月児健診、1.6歳児健診、
3歳児健診時にパンフレットに
てむし歯予防の保健指導を実
施

・１歳６か月児・３歳児健診時
に歯科医師による歯科相談・
指導

・２歳児・幼児個別歯科健診時
に歯科医師による歯磨き相
談・指導

○ 1歳児健診 ○ ○

○
フ
ッ
化

物
塗
布

2歳児歯科
健診

西 目 屋 村 ○

フ
ッ
化
物

塗
布

○

フ
ッ
化
物

塗
布

○

フ
ッ
化
物

塗
布

2歳６か月児・
2歳児歯科健診

○ ○
2歳児・１回・３歳の誕生日の前
日（未受診の場合電話や来庁
時に受診勧奨している）

藤 崎 町 ○

フ
ッ
化
物
塗
布

○

①2歳～2歳6ヶ月児・1回・2歳
6ヶ月となる　前々日まで
②2歳児・1回・3歳となる前々
日まで

（新型コロナウイルス感染症に
よる受診控えや1歳6ヶ月児健
診の延期を受け、令和2年9月
から対象を変更）

・6～8ヶ月児・7ヶ月児健康相
談内で乳児の口腔ケアについ
て集団指導

・1歳6ヶ月～1歳8ヶ月児・1歳
6ヶ月児健診内の医師による歯
科診察で、所見があった児や
希望者に対して、歯科衛生士
による歯科指導を個別に実施

大 鰐 町 ○
フ
ッ
化

物
塗
布

○
1
(1)

平   川   市 ○ ○
1歳、1.6歳、3歳歯科衛生士に
よる歯磨き指導

2



(２)  健  康  教  育  等

集
団

個
別

予
防
処
置

併
設

集
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個
別

予
防
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置

併
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集
団

個
別

予
防
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置

併
設

対象年齢
・事業名

歯
科
医
師

の
参
加

歯
科
衛
生

士
の
参
加

対象年齢・回数・使用期限
（※未受診者へ受診勧奨をした

場合は、内容を記入する。）
対象年齢・事業名

園
児

保
護
者

児
童

保
護
者

生
徒

保
護
者

（１）　小学校 （２）　中学校

①　歯　科　健　診 ②その他の歯科健診
・歯科相談等

③フッ化物歯面塗布等
個別受診券の配布

（②と重複しないものを記入）

健康教育・保健指導
（法定健診時も含む）

①健康教育
・保健指導

②
教
職
員
向
け

 
 
 

研
修
会
等

③
フ

ッ
化
物
洗
口

④
フ

ッ
化
物
塗
布

①健康教育
・保健指導市 町 村 名

１　　　　乳　　　　　　　　幼　　　　　　　　児 ２　保育所（園）・幼稚園・認定こども園 ３　　学    校

(１)　歯　科　健　診　

①健康教育
・保健指導

②
職
員
向
け

　
　
研
修
会
等

③
フ

ッ
化
物
洗
口

④
フ

ッ
化
物
塗
布

②
教
職
員
向
け

 
 
 

研
修
会
等

③
フ

ッ
化
物
洗
口

④
フ

ッ
化
物
塗
布

１歳６か月児 ３歳児

田 舎 館 村 ○ ○ ○

フ
ッ
化
物

塗
布

２歳児歯科健診 ○ ○

○

（
コ
ロ
ナ

　
で
中
止

）

○

（
コ
ロ
ナ

　
で
中
止

）

○ ○

板 柳 町 ○
フ
ッ
化

物
塗
布

○ １歳児・歯みがき指導

おいらせ町 ○ ○ ○
10～11ヶ月児歯科
健診

○ ○

・1歳6ヶ月児・３歳児健診受診
者の内希望者に各1回分・期
限1年間
・2歳6ヶ月児全員に１回分・期
限6ヶ月間

１０～１１ヶ月児・１歳6ヶ月児・3
歳児健診での歯科衛生士によ
る歯科指導

三 戸 町 ○ ○ ○
２歳児歯科健康診
査

○ ○

・９～１０ヶ月児・親子ふれあい
教室内で歯科衛生士による個
別指導を実施

・２歳・2歳児歯科健康診査内
で歯科衛生士による個別指導
を実施

・１歳６ヶ月：１歳６ヶ月健診内
で歯科衛生士による個別指導
を実施

五 戸 町 ○ ○
1歳6か月児・健診時に歯科衛
生士による集団指導

田 子 町 ○

フ
ッ
化
物

塗
布

○

フ
ッ
化
物

塗
布

○

フ
ッ
化
物

塗
布

２歳児・歯科健診 ○ ○
3

（3）

南 部 町 ○ ○ ○ ２才児歯科健診 ○ ○
１歳6ヶ月対象者に1回分
２．３．４．５．６才の誕生月に
２回分の受診券を郵送

・８．１０ヶ月・乳児健康相談

・４才児・４才児健康相談
○ ○

3



(２)  健  康  教  育  等

集
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併
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集
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集
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対象年齢
・事業名

歯
科
医
師

の
参
加

歯
科
衛
生

士
の
参
加

対象年齢・回数・使用期限
（※未受診者へ受診勧奨をした

場合は、内容を記入する。）
対象年齢・事業名

園
児

保
護
者

児
童

保
護
者

生
徒

保
護
者

（１）　小学校 （２）　中学校

①　歯　科　健　診 ②その他の歯科健診
・歯科相談等

③フッ化物歯面塗布等
個別受診券の配布

（②と重複しないものを記入）

健康教育・保健指導
（法定健診時も含む）

①健康教育
・保健指導

②
教
職
員
向
け

 
 
 

研
修
会
等

③
フ

ッ
化
物
洗
口

④
フ

ッ
化
物
塗
布

①健康教育
・保健指導市 町 村 名

１　　　　乳　　　　　　　　幼　　　　　　　　児 ２　保育所（園）・幼稚園・認定こども園 ３　　学    校

(１)　歯　科　健　診　

①健康教育
・保健指導

②
職
員
向
け

　
　
研
修
会
等

③
フ

ッ
化
物
洗
口

④
フ

ッ
化
物
塗
布

②
教
職
員
向
け

 
 
 

研
修
会
等

③
フ

ッ
化
物
洗
口

④
フ

ッ
化
物
塗
布

１歳６か月児 ３歳児

○ 乳児・歯科相談 ○

○
フ
ッ
化

物
塗
布

1～4歳 ○ ○

○
フ
ッ
化

物
塗
布

・２歳児歯科健診 ○

○
・４歳児歯科健診
・５歳児歯科健診

○

五所川原市 ○

フ
ッ
化
物
塗
布

（
新
型
コ
ロ
ナ
で
中
止

）

○ ○
市浦地区の１歳６
ケ月以上・歯の健
康相談

○ ○
１歳６か月児・虫歯予防に関す
る保健指導（１歳６か月児歯科
健診後）

市
浦
地
域
の
み
○

市
浦
地
域
の
み
○

市
浦
地
域
の
み
○

市
浦
地
域
の
み
○

つ   が   る 市 ○

フ
ッ
化
物

塗
布

○

フ
ッ
化
物

塗
布

対象：未就学児
子育て支援センター
子育て講座
虫歯予防講座

９
（
コ
ロ
ナ
で

　
　
中
止

）

７
（
コ
ロ
ナ
で

　
　
中
止

）

○
10か月児
歯科相談

○
フ
ッ
化

物
塗
布

2歳6か月児
歯科検診、歯科相
談

○

深 浦 町 ○

Ｍ
Ｉ

ペ
ー

ス
ト
塗
布

○

Ｍ
Ｉ

ペ
ー

ス
ト
塗
布

階 　上 　町 ○

フ
ッ
化
物
塗
布

○ 乳児・歯のケアに関する講話 4

新 郷 村 ○

フ
ッ
化
物
塗
布

○

フ
ッ
化
物
塗
布

乳幼児健康診査
母と子の栄養教室
就学時健康診断

フ
ッ
化
物
塗
布

鰺   ヶ   沢 町 ○

フ
ッ
化
物
塗
布

○

フ
ッ
化
物
塗
布

○ 1○ 2
3歳児健診終了から就学前ま
で
5回

乳幼児とその保護者
子育て支援センター事業での
歯科健康教育

○ 5

4



(２)  健  康  教  育  等

集
団

個
別

予
防
処
置

併
設

集
団

個
別

予
防
処
置

併
設

集
団

個
別

予
防
処
置

併
設

対象年齢
・事業名

歯
科
医
師

の
参
加

歯
科
衛
生

士
の
参
加

対象年齢・回数・使用期限
（※未受診者へ受診勧奨をした

場合は、内容を記入する。）
対象年齢・事業名

園
児

保
護
者

児
童

保
護
者

生
徒

保
護
者

（１）　小学校 （２）　中学校

①　歯　科　健　診 ②その他の歯科健診
・歯科相談等

③フッ化物歯面塗布等
個別受診券の配布

（②と重複しないものを記入）

健康教育・保健指導
（法定健診時も含む）

①健康教育
・保健指導

②
教
職
員
向
け

 
 
 

研
修
会
等

③
フ

ッ
化
物
洗
口

④
フ

ッ
化
物
塗
布

①健康教育
・保健指導市 町 村 名

１　　　　乳　　　　　　　　幼　　　　　　　　児 ２　保育所（園）・幼稚園・認定こども園 ３　　学    校

(１)　歯　科　健　診　

①健康教育
・保健指導

②
職
員
向
け

　
　
研
修
会
等

③
フ

ッ
化
物
洗
口

④
フ

ッ
化
物
塗
布

②
教
職
員
向
け

 
 
 

研
修
会
等

③
フ

ッ
化
物
洗
口

④
フ

ッ
化
物
塗
布

１歳６か月児 ３歳児

鶴 田 町 ○

フ
ッ
化
物
塗
布

○

フ
ッ
化
物
塗
布

○

フ
ッ
化
物
塗
布

2歳6か月児歯科健
診

○ ○

・7か月児・集団健康相談（離
乳食指導及び口腔ケア指導を
実施）

・10か月児・むし歯予防講話
（10か月児健診時に歯科衛生
士による集団健康教育及び歯
みがき指導を実施）

（新型コロナウイルス感染症対
策として集団健康教育は実施
せず、個別指導を実施）

中 泊 町 ○

フ
ッ
化
物
塗
布

○

フ
ッ
化
物
塗
布

○

フ
ッ
化
物
塗
布

２歳６～８か月

２歳６か月児歯科
健診

○ ○

２歳児・１回・フッ素塗布券交
付後２か月間

未受診者勧奨は、電話にて実
施

乳児健診にて
　・4か月児：離乳食教室
　・１０か月児：歯科指導
1歳６か月児健診にて
　・歯科指導
　（集団・個別）
2歳６か月児健診にて
　・歯科指導（集団・個別）
3歳児健診にて
　・歯科指導（個別）
地域子育て支援センター利用
者に 健康教育実施

十 和 田 市 ○ ○ ○

フ
ッ
化
物
塗
布

2歳6か月児・2歳児
発達健康診査

○ ○

・1歳6か月児・1歳6か月児健
康診査(歯科衛生士による個
別相談)

・2歳6か月児・2歳児発達健康
診査(歯科衛生士による個別
相談)

・3歳6か月児・3歳6か月児健
康診査(保健師による個別相
談)

○

三 沢 市 ○

フ
ッ
化
物

塗
布

○

フ
ッ
化
物

塗
布

○

フ
ッ
化
物

塗
布

2歳児歯科健康診
査

○ ○ 2歳児・1回・受診日から6か月 21 7 5

5



(２)  健  康  教  育  等

集
団

個
別

予
防
処
置

併
設

集
団

個
別

予
防
処
置

併
設

集
団

個
別

予
防
処
置

併
設

対象年齢
・事業名

歯
科
医
師

の
参
加

歯
科
衛
生

士
の
参
加

対象年齢・回数・使用期限
（※未受診者へ受診勧奨をした

場合は、内容を記入する。）
対象年齢・事業名

園
児

保
護
者

児
童

保
護
者

生
徒

保
護
者

（１）　小学校 （２）　中学校

①　歯　科　健　診 ②その他の歯科健診
・歯科相談等

③フッ化物歯面塗布等
個別受診券の配布

（②と重複しないものを記入）

健康教育・保健指導
（法定健診時も含む）

①健康教育
・保健指導

②
教
職
員
向
け

 
 
 

研
修
会
等

③
フ

ッ
化
物
洗
口

④
フ

ッ
化
物
塗
布

①健康教育
・保健指導市 町 村 名

１　　　　乳　　　　　　　　幼　　　　　　　　児 ２　保育所（園）・幼稚園・認定こども園 ３　　学    校

(１)　歯　科　健　診　

①健康教育
・保健指導

②
職
員
向
け

　
　
研
修
会
等

③
フ

ッ
化
物
洗
口

④
フ

ッ
化
物
塗
布

②
教
職
員
向
け

 
 
 

研
修
会
等

③
フ

ッ
化
物
洗
口

④
フ

ッ
化
物
塗
布

１歳６か月児 ３歳児

野 辺 地 町 ○ ○ ○

・10か月児・歯科健
診

・1歳児・歯科健診

・就学前まで（みん
なの相談）

○
1歳児・1回
1歳6カ月児健診の前日まで

・6か月児・離乳食、むし歯予
防指導
・10か月児・歯の手入れ
・1歳児・おやつの与え方、歯
磨き指導
・1歳6か月児・おやつの与え
方、歯磨き指導
・3歳児・おやつの与え方、歯
磨き指導
・5歳児・歯磨き習慣とおやつ
の与え方

七 戸 町 ○ ○ ○

フ
ッ
化
物

塗
布

2歳6か月～2歳8か
月児
2歳児健康診査

○ ○

2歳6か月～2歳8か月児
2歳児健康診査でブラッシング
指導、歯科医師による、フッ化
物に関する健康教育

六 戸 町 ○ ○
1歳6か月～8か月児
1回
6か月

・12か月児
12か月児健診

・3歳5～7か月児
3歳児健診

5

○

フ
ッ
素
ス
プ

レ
ー
配
布

９～１０か月児、
育児相談

○

○
フ
ッ
素

塗
布

・2歳6ヶ月児、
 2歳児健康相談
・5歳児、
 5歳児健康相談

○ ○

東 北 町 ○ ○ ○

フ
ッ
化
物
塗
布

２歳６か月児健康
診査

○ ○
対象者：1歳6か月児、3歳児
回数：1歳6か月と3歳で各1回
使用期限：５歳未満

・6か月児健康相談
・1歳児健康診査
（歯科衛生士による集団指導）
・1歳6か月児健康診査
・2歳6か月児健康診査
・3歳児健康診査
・5歳児健康相談

横   浜   町 ○

フ
ッ
化
物
塗
布

○ ○

フ
ッ
化
物
塗
布

1歳6ヶ月～年長・年2回・令和
3年2月末
（未受診者へ再勧奨の手紙を
送付）

・5～6ヶ月児、離乳食教室内
で乳児歯みがき指導
・9～10か月児、育児相談内に
て歯科衛生士より個別指導
・1歳6ヶ月児、1歳6ヶ月児健診
・2歳6ヶ月児、2歳児健康相談
・3歳6ヶ月児、3歳児健診
・5歳児、5歳児健康相談

6



(２)  健  康  教  育  等

集
団

個
別

予
防
処
置

併
設

集
団

個
別

予
防
処
置

併
設

集
団

個
別

予
防
処
置

併
設

対象年齢
・事業名

歯
科
医
師

の
参
加

歯
科
衛
生

士
の
参
加

対象年齢・回数・使用期限
（※未受診者へ受診勧奨をした

場合は、内容を記入する。）
対象年齢・事業名

園
児

保
護
者

児
童

保
護
者

生
徒

保
護
者

（１）　小学校 （２）　中学校

①　歯　科　健　診 ②その他の歯科健診
・歯科相談等

③フッ化物歯面塗布等
個別受診券の配布

（②と重複しないものを記入）

健康教育・保健指導
（法定健診時も含む）

①健康教育
・保健指導

②
教
職
員
向
け

 
 
 

研
修
会
等

③
フ

ッ
化
物
洗
口

④
フ

ッ
化
物
塗
布

①健康教育
・保健指導市 町 村 名

１　　　　乳　　　　　　　　幼　　　　　　　　児 ２　保育所（園）・幼稚園・認定こども園 ３　　学    校

(１)　歯　科　健　診　

①健康教育
・保健指導

②
職
員
向
け

　
　
研
修
会
等

③
フ

ッ
化
物
洗
口

④
フ

ッ
化
物
塗
布

②
教
職
員
向
け

 
 
 

研
修
会
等

③
フ

ッ
化
物
洗
口

④
フ

ッ
化
物
塗
布

１歳６か月児 ３歳児

○
フ
ッ
化

物
塗
布

・ワッ歯ッ歯！むし
歯0教室
・１歳児健診

○

○
フ
ッ
化

物
塗
布

２歳児歯科健診 ○ ○

む つ 市 ○ ○
2歳6か月～3歳未
満・2歳児健診 ○ ○

・3～12か月・離乳食教室でむ
し歯予防に関する指導

・1歳未満・赤ちゃん教室で講
話や相談(新型コロナで中止）

・乳幼児とその家族・ひよこ教
室でむし歯予防に関する指導

・生後9か月～14か月未満・10
か月児健診でむし歯予防に関
する指導

・子育て支援センター登録者・
むし歯予防に関する指導（新
型コロナで中止）

○ ○

大 間 町 ○

フ
ッ
化
物
塗
布

○

フ
ッ
化
物
塗
布

○

フ
ッ
化
物
塗
布

２歳６～８か月児・
健診

○ ○

・５～６か月、11～12か月・乳
歯ケアについて、歯みがき指
導

・１歳６か月児３歳児・健診(む
し歯予防講話とブラッシング指
導)

○
3

(3)
○ ○ 2 ○ 2

東 通 村 ○
フ
ッ
素

塗
布

○
フ
ッ
素

塗
布

○
フ
ッ
素

塗
布

2歳6ヶ月児歯科相
談

○ ○ 無し ○ 1

風 間 浦 村 ○

フ
ッ
化
物

塗
布

○

フ
ッ
化
物

塗
布

○

フ
ッ
化
物

塗
布

１歳児健康診査
２歳児健康診査
４歳児健康診査
５歳児健康診査

○ ○ ５歳児　むし歯予防教室 ○ ○ 1 ○ ○ 1 ○ 1

六  ヶ  所 村 ○

フ
ッ
化
物
塗
布

○

フ
ッ
化
物
塗
布
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(２)  健  康  教  育  等

集
団

個
別

予
防
処
置

併
設

集
団

個
別

予
防
処
置

併
設

集
団

個
別

予
防
処
置

併
設

対象年齢
・事業名

歯
科
医
師

の
参
加

歯
科
衛
生

士
の
参
加

対象年齢・回数・使用期限
（※未受診者へ受診勧奨をした

場合は、内容を記入する。）
対象年齢・事業名

園
児

保
護
者

児
童

保
護
者

生
徒

保
護
者

（１）　小学校 （２）　中学校

①　歯　科　健　診 ②その他の歯科健診
・歯科相談等

③フッ化物歯面塗布等
個別受診券の配布

（②と重複しないものを記入）

健康教育・保健指導
（法定健診時も含む）

①健康教育
・保健指導

②
教
職
員
向
け

 
 
 

研
修
会
等

③
フ

ッ
化
物
洗
口

④
フ

ッ
化
物
塗
布

①健康教育
・保健指導市 町 村 名

１　　　　乳　　　　　　　　幼　　　　　　　　児 ２　保育所（園）・幼稚園・認定こども園 ３　　学    校

(１)　歯　科　健　診　

①健康教育
・保健指導

②
職
員
向
け

　
　
研
修
会
等

③
フ

ッ
化
物
洗
口

④
フ

ッ
化
物
塗
布

②
教
職
員
向
け

 
 
 

研
修
会
等

③
フ

ッ
化
物
洗
口

④
フ

ッ
化
物
塗
布

１歳６か月児 ３歳児

佐 井 村 ○ ○ ○

・10か月児・歯科健
診
・２歳児・歯科健診
・２歳６か月児（３歳
０～1か月）・歯科
健診
・３歳児（３歳０～1
か月）・歯科健診
・４歳児・歯科健診
・５歳児・歯科健診
・６歳児・歯科健診

○ ○

フッ化物塗布及びシーラント応
用
受診券の配布はないが概ね乳
歯が生えそろった時期から就
学前までの幼児、回数の上限
は特にない

○ ○ ○

8



②健康教育
    ・健康相談等

②一般歯科健診・健康
教育・健康相談等

介護予防・生活支援サービス
事業

一般介護予防事業

青 森 市

マ
タ
ニ
テ
ィ
講
座

○ ○

40・50・60・70歳

（11月送付のがん
検診未受診者へ
の受診勧奨ハガ
キに歯周疾患検
診未受診時には
受診する旨記載）

・歯科医師による
健康講座
（※新型コロナウ
イルス感染症の感
染拡大防止のた
め中止）

・保健師による健
康講座
40歳～64歳まで

・歯科医師による
健康講座
（※新型コロナウ
イルス感染症の感
染拡大防止のた
め中止）

・保健師による健
康講座・40歳未
満、65歳以上

在
宅
要
介
護
者

訪
問
歯
科
健
康
診
査
事
業

・在宅の65歳以
上で要介護4・5の
かた

・在宅の40歳以
上で認知症のた
め外出が困難な
要介護3から5の
かた

・在宅の身体障
害手帳1・2級また
は愛護手帳Aの
寝たきりのかた

○

八 戸 市 ○ ○

40・50・60・70歳

（10月までに未受
診の市民（70歳除
く）に、受診勧奨
ハガキを送付）

市民健康づくり講
座（「知っておきた
いお口のケア」と
して歯科医師より
講話）

通所型サービスCに
おいて、口腔機能向
上の講話

個別相談(体力測定）
時にパンフレットを使
用し、「フレイル予防
のためのお口のケア」
について指導

○

平 内 町 ○

40・50・60・70歳
（12月に未受診の
町民に受診勧奨
通知送付）

介護予防教室
（口腔ケアの普及啓
発）

○

今 別 町 ○ 40・50・60・70歳
歯科衛生士による
「お口の健康講話」

○

蓬 田 村

・歯科健診
　対象　20歳以上
・糖尿病予防教室
にて歯科衛生士
による歯周病につ
いての講話
　対象　特定健診
で糖代謝異常値
者

・高齢者教室・いきい
きなどわどサロン（介
護予防普及啓発事
業）にて口腔体操（あ
いうべ体操）の実施
・高齢者教室・高齢者
の為の健康講座（介
護予防普及啓発事
業）にて歯科衛生士
による健康講話の実
施

市 町 村 名

４　　　妊　　産　　婦 ５　　　　成　　　　　　　　人 ６　　　高　　　　齢　　　　者

（１）歯科健診
（２）健康教育
・保健指導 （１）健康増進法に基づく歯科保健事業等

（２）その他の歯と口腔に関する健診等、
健康増進法以外の事業

（１）地域支援事業（介護保険法）に基づく介護予防事業 （２）要支援・要介護者等を対象とした歯科保健事業

介
護
保
険
法

　
以
外
の
事
業

後
期
高
齢
者
歯
科
健
診

8
0
2
0
表
彰
の
実
施

①妊婦 ②産婦

事
業
名 対　象 事業名・対象

訪
問
歯
科
診
療

訪
問
口
腔

 
 

衛
生
指
導

歯
科
医
師
の
参
加

歯
科
衛
生
士
の
参
加

➀歯周疾患検診 ➀歯周疾患検診

総合事業

口腔機能向上等に関する事業

個
 

別
対　象 事業名・対象

集
 

団

個
 

別

集
 

団

個
 

別

集
 

団

個
 

別

集
 

団
対象 事業名 対象

訪問歯科診療等 その他

（４）（３） （５）
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②健康教育
    ・健康相談等

②一般歯科健診・健康
教育・健康相談等

介護予防・生活支援サービス
事業

一般介護予防事業

市 町 村 名

４　　　妊　　産　　婦 ５　　　　成　　　　　　　　人 ６　　　高　　　　齢　　　　者

（１）歯科健診
（２）健康教育
・保健指導 （１）健康増進法に基づく歯科保健事業等

（２）その他の歯と口腔に関する健診等、
健康増進法以外の事業

（１）地域支援事業（介護保険法）に基づく介護予防事業 （２）要支援・要介護者等を対象とした歯科保健事業

介
護
保
険
法

　
以
外
の
事
業

後
期
高
齢
者
歯
科
健
診

8
0
2
0
表
彰
の
実
施

①妊婦 ②産婦

事
業
名 対　象 事業名・対象

訪
問
歯
科
診
療

訪
問
口
腔

 
 

衛
生
指
導

歯
科
医
師
の
参
加

歯
科
衛
生
士
の
参
加

➀歯周疾患検診 ➀歯周疾患検診

総合事業

口腔機能向上等に関する事業

個
 

別
対　象 事業名・対象

集
 

団

個
 

別

集
 

団

個
 

別

集
 

団

個
 

別

集
 

団
対象 事業名 対象

訪問歯科診療等 その他

（４）（３） （５）

外 ヶ 浜 町 ○
年度内に40・50・
60・70歳になる町
民

高
齢
者
の
口
腔
ケ
ア
に

関
す
る
学
習
会

介護関係職員

弘 前 市 ○ ○ 40・50・60・70歳 ○

30歳
（未受診の
市民に対
し、受診再
勧奨ハガキ
を12月に送
付した。）

寝たきり
高齢者、
心身障が
い者など
への訪問
歯科診療

○

黒 石 市 ○

パ
パ
マ
マ

ス
ク
ー
ル

○ ○ 40・50・60・70歳
健康教室・
40歳以上

短期集中型通所サー
ビスで口腔機能向上
事業を実施(口腔審査
とアセスメント、個別計
画に基づいたプログ
ラムの実施)
※新型コロナウイルス
感染症の影響により
中止

出前講座にて口腔機
能向上に関する講話
を実施

○

平 川 市 ○ 40，50，60，70歳

通所型サービスCに
おいて、口腔プログラ
ムを取り入れている。
また、通所型現行相
当サービスにおいて
口腔指導を行ってい
る。

高齢者の生きがいと
健康づくり事業として
口腔ケア教室を実施

家
族
介
護
教
室

在宅の高齢者等
を介護している家
族

西 目 屋 村 ○ ○ 40・50・60歳 ○ 20・30歳
自主放送（西目屋テ
レビ）での、歯科口腔
機能訓練番組の放送

○ ○

10



②健康教育
    ・健康相談等

②一般歯科健診・健康
教育・健康相談等

介護予防・生活支援サービス
事業

一般介護予防事業

市 町 村 名

４　　　妊　　産　　婦 ５　　　　成　　　　　　　　人 ６　　　高　　　　齢　　　　者

（１）歯科健診
（２）健康教育
・保健指導 （１）健康増進法に基づく歯科保健事業等

（２）その他の歯と口腔に関する健診等、
健康増進法以外の事業

（１）地域支援事業（介護保険法）に基づく介護予防事業 （２）要支援・要介護者等を対象とした歯科保健事業

介
護
保
険
法

　
以
外
の
事
業

後
期
高
齢
者
歯
科
健
診

8
0
2
0
表
彰
の
実
施

①妊婦 ②産婦

事
業
名 対　象 事業名・対象

訪
問
歯
科
診
療

訪
問
口
腔

 
 

衛
生
指
導

歯
科
医
師
の
参
加

歯
科
衛
生
士
の
参
加

➀歯周疾患検診 ➀歯周疾患検診

総合事業

口腔機能向上等に関する事業

個
 

別
対　象 事業名・対象

集
 

団

個
 

別

集
 

団

個
 

別

集
 

団

個
 

別

集
 

団
対象 事業名 対象

訪問歯科診療等 その他

（４）（３） （５）

藤  崎  町 ○ 40・50・60・70歳

大 鰐 町 ○ ○ 40・50・60・70歳

口腔機能維持のため
の体操を取り入れた
教室を実施
月2回発行する介護
予防通信に健康体操
やオーラルフレイルに
ついて掲載

○

田 舎 館 村 ○ ○
年度内に40・50・
60・70歳になる者

介護予防サービスC
事業で口腔機能向上
教室の実施

介護予防事業で肺炎
予防と口腔ケアにつ
いての講話

○

板 柳 町 ○ ○ ４０・５０・６０・７０歳

・歯科健診・歯科
相談・４０歳以上
・歯周疾患健康教
育・４０歳以上

○ ２０歳以上

・歯科健診・歯科
相談・２０歳以上
・歯周疾患健康教
育・２０歳以上

○

概
ね

、
要
介
護
３

以
上

○

おいらせ町 ○ ○ 40・50・60歳 ○

パパママ歯
周病検診
（妊婦の
パートナー）

介護予防教室

三 戸 町

・地域づくりによる介
護予防活動支援事業
（住民主体による「通
いの場」で口腔機能
向上のための体操を
実施）
・介護予防教室

五 戸 町 ○ 40・50・60・70歳
通所型サービスにお
いて、月１回歯科衛生
士による講話

11



②健康教育
    ・健康相談等

②一般歯科健診・健康
教育・健康相談等

介護予防・生活支援サービス
事業

一般介護予防事業

市 町 村 名

４　　　妊　　産　　婦 ５　　　　成　　　　　　　　人 ６　　　高　　　　齢　　　　者

（１）歯科健診
（２）健康教育
・保健指導 （１）健康増進法に基づく歯科保健事業等

（２）その他の歯と口腔に関する健診等、
健康増進法以外の事業

（１）地域支援事業（介護保険法）に基づく介護予防事業 （２）要支援・要介護者等を対象とした歯科保健事業

介
護
保
険
法

　
以
外
の
事
業

後
期
高
齢
者
歯
科
健
診

8
0
2
0
表
彰
の
実
施

①妊婦 ②産婦

事
業
名 対　象 事業名・対象

訪
問
歯
科
診
療

訪
問
口
腔

 
 

衛
生
指
導

歯
科
医
師
の
参
加

歯
科
衛
生
士
の
参
加

➀歯周疾患検診 ➀歯周疾患検診

総合事業

口腔機能向上等に関する事業

個
 

別
対　象 事業名・対象

集
 

団

個
 

別

集
 

団

個
 

別

集
 

団

個
 

別

集
 

団
対象 事業名 対象

訪問歯科診療等 その他

（４）（３） （５）

田 子 町 ○

40・50・60・70歳

１月から３月実施
期間で、町民に受
診勧奨通知を実
施している。(通知
12月発送）

南 部 町 ○ ○ ○

40・50・60・70歳
（12月までに受診
していない方に対
して、受診勧奨通
知を送付）

○

20・25・30・
35・45・55・
65歳
（12月まで
に受診して
いない方に
対して、受
診勧奨通知
を送付）

○

階 上 町 ○ ○ 40・50・60・70歳

新 郷 村 ○ ○ 40・50・60・70歳
通所型サービスCに
おいて、口腔機能向
上の講話

五所川原市 ○

40・50・60・70歳
（12月に未受診者
の市民に受診勧
奨通知を送付）

いきいき教室・出前講
座（介護予防普及啓
発事業）で口腔ケアに
関する講話と実技指
導

○

つ が る 市 ○ 40・50・60・70歳 ○

鰺 ヶ 沢 町

地区健康
教育で保
健師によ
る講話
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②健康教育
    ・健康相談等

②一般歯科健診・健康
教育・健康相談等

介護予防・生活支援サービス
事業

一般介護予防事業

市 町 村 名

４　　　妊　　産　　婦 ５　　　　成　　　　　　　　人 ６　　　高　　　　齢　　　　者

（１）歯科健診
（２）健康教育
・保健指導 （１）健康増進法に基づく歯科保健事業等

（２）その他の歯と口腔に関する健診等、
健康増進法以外の事業

（１）地域支援事業（介護保険法）に基づく介護予防事業 （２）要支援・要介護者等を対象とした歯科保健事業

介
護
保
険
法

　
以
外
の
事
業

後
期
高
齢
者
歯
科
健
診

8
0
2
0
表
彰
の
実
施

①妊婦 ②産婦

事
業
名 対　象 事業名・対象

訪
問
歯
科
診
療

訪
問
口
腔

 
 

衛
生
指
導

歯
科
医
師
の
参
加

歯
科
衛
生
士
の
参
加

➀歯周疾患検診 ➀歯周疾患検診

総合事業

口腔機能向上等に関する事業

個
 

別
対　象 事業名・対象

集
 

団

個
 

別

集
 

団

個
 

別

集
 

団

個
 

別

集
 

団
対象 事業名 対象

訪問歯科診療等 その他

（４）（３） （５）

深 浦 町 ○ ○

40・50・60・70歳
（12月までに未受
診の対象者に受
診勧奨ハガキを
送付）

鶴 田 町 ○

歯
周
病
予
防
講
話
・
1
0
か
月
児
健
診
の
保

護
者
対
象

（
コ
ロ
ナ
対
策
の
た
め
集
団
健
康

教
育
か
ら
個
別
指
導
に
変
更
し
て
実
施

）

○ ○ 40・50・60・70歳

健診結果説明会・
30-74歳

（健診結果説明時
に歯磨き回数、歯
科健診受診状
況、気をつけてい
ること等を確認し、
歯周病予防に関
する保健指導を
実施）

○

中 泊 町

通いの場にて
・口腔体操の実施
・言語聴覚士や歯科
衛生士による「お口や
嚥下の健康講話」「誤
嚥性肺炎予防の健康
教育」

十 和 田 市 ○ 40・50・60・70歳

地域健康教室　・
市民

さわやか健康講
座・市民

「いきいき体操(介護
予防普及啓発事業)」
で口腔体操の実施

13



②健康教育
    ・健康相談等

②一般歯科健診・健康
教育・健康相談等

介護予防・生活支援サービス
事業

一般介護予防事業

市 町 村 名

４　　　妊　　産　　婦 ５　　　　成　　　　　　　　人 ６　　　高　　　　齢　　　　者

（１）歯科健診
（２）健康教育
・保健指導 （１）健康増進法に基づく歯科保健事業等

（２）その他の歯と口腔に関する健診等、
健康増進法以外の事業

（１）地域支援事業（介護保険法）に基づく介護予防事業 （２）要支援・要介護者等を対象とした歯科保健事業

介
護
保
険
法

　
以
外
の
事
業

後
期
高
齢
者
歯
科
健
診

8
0
2
0
表
彰
の
実
施

①妊婦 ②産婦

事
業
名 対　象 事業名・対象

訪
問
歯
科
診
療

訪
問
口
腔

 
 

衛
生
指
導

歯
科
医
師
の
参
加

歯
科
衛
生
士
の
参
加

➀歯周疾患検診 ➀歯周疾患検診

総合事業

口腔機能向上等に関する事業

個
 

別
対　象 事業名・対象

集
 

団

個
 

別

集
 

団

個
 

別

集
 

団

個
 

別

集
 

団
対象 事業名 対象

訪問歯科診療等 その他

（４）（３） （５）

三 沢 市 ○

ハ
ロ
ー
ベ
ビ
ー
ク
ラ
ス

プ
レ
マ
マ
ク
ラ
ス

○

40・50・60・70歳
（・40歳で10月ま
でに未受診の市
民に、受診勧奨ハ
ガキを送付

・歯科口腔保健事
業モデルにて1月
までに未受診の
市民に、受診勧奨
ハガキを送付）

○

45・55歳
（歯科口腔
保健事業モ
デルにて1
月までに未
受診の市民
に、受診勧
奨ハガキを
送付）

通所型サービスにお
いて、口腔機能向上
加算及び栄養・口腔
スクリーニング加算の
設置による、要支援
者等に対する口腔体
操等の推進

・介護予防教室にお
ける集団指導及び希
望者への個別相談を
実施

・地域リハビリテーショ
ン活動支援事業を活
用した歯科衛生士の
派遣調整の推進

地
域
ケ
ア
会
議

介護支援専門員

一
般
高
齢
者
を
対
象
と
し
た
通

所
サ
ー
ビ
ス
に
お
い
て

、
昼
食

前
に
口
腔
体
操
を
実
施

野 辺 地 町

す
く
す
く

サ
ロ
ン

○ ○ 40・50・60・70歳

歯周疾患検診受
診者への歯の健
康教育（検診委託
歯科医療機関で
対応）

歯科衛生士による「お
口の健康講話」　（介
護予防普及啓発事
業）

七 戸 町 ○ ○

40・50・60・70歳

（1月に、未受診者
に受診勧奨ハガ
キを送付。）

○

30歳

（1月に、未
受診者に受
診勧奨ハガ
キを送付。）

げんき楽しみ会（介護
予防普及啓発事業）
で健口体操の実施

六 戸 町 ○ ○

40、50、60、70歳

（新型コロナにより
中止）

○

糖尿病性腎
症重症化予
防事業対象
者

（新型コロナ
により中止）

糖尿病予防・改善
教室(歯科問診・
唾液検査, ブラッ
シング指導及び
講義「糖尿病と歯
周炎」)
前年度健診結果
にて、糖項目が基
準値以上の方で、
参加申込のあった
方

元気アップ教室
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②健康教育
    ・健康相談等

②一般歯科健診・健康
教育・健康相談等

介護予防・生活支援サービス
事業

一般介護予防事業

市 町 村 名

４　　　妊　　産　　婦 ５　　　　成　　　　　　　　人 ６　　　高　　　　齢　　　　者

（１）歯科健診
（２）健康教育
・保健指導 （１）健康増進法に基づく歯科保健事業等

（２）その他の歯と口腔に関する健診等、
健康増進法以外の事業

（１）地域支援事業（介護保険法）に基づく介護予防事業 （２）要支援・要介護者等を対象とした歯科保健事業

介
護
保
険
法

　
以
外
の
事
業

後
期
高
齢
者
歯
科
健
診

8
0
2
0
表
彰
の
実
施

①妊婦 ②産婦

事
業
名 対　象 事業名・対象

訪
問
歯
科
診
療

訪
問
口
腔

 
 

衛
生
指
導

歯
科
医
師
の
参
加

歯
科
衛
生
士
の
参
加

➀歯周疾患検診 ➀歯周疾患検診

総合事業

口腔機能向上等に関する事業

個
 

別
対　象 事業名・対象

集
 

団

個
 

別

集
 

団

個
 

別

集
 

団

個
 

別

集
 

団
対象 事業名 対象

訪問歯科診療等 その他

（４）（３） （５）

横 浜 町 ○ ○

40・50・60・70歳

（未受診者へ再勧
奨のハガキを送
付）

○

45・55・65歳

（未受診者
へ再勧奨の
ハガキを送
付）

・転倒予防教室にて
健口体操の実施

・歯科医師による講話
「高齢期における口の
健康について」

○

東 北 町 ○ ○ 40・50・60・70歳 ○ 30歳

生き生き100歳体操
（地域介護予防活動
支援事業）でのかみ
かみ体操の実施、歯
科衛生士による健康
講話

六 ケ 所 村 ○ ○ 40、50、60、70歳 歯周病予防教室 ○ 45,55,65歳

通いの場（介護予防
普及啓発事業）で口
腔機能向上教室を実
施

○

む つ 市

○

（
コ
ロ
ナ
で
中
止

）

ハ
ロ
ー
ベ
ビ
ー
教
室

○

（
コ
ロ
ナ
で
中
止

）

○ ○

40・50・60・70歳

（２月までに未受
診の市民に、受診
勧奨ハガキを送
付）

○

45・55・65歳

（２月までに
未受診の市
民に、受診
勧奨ハガキ
を送付）

健康教室

（事業所から
依頼）

・いきいき百歳体操
（地域介護活動支援
事業）

・介護予防セミナー
（介護予防普及啓発
事業）

○

大 間 町

東 通 村 ○ 40・50・60・70歳 ○

健康増進法
に基づく対
象者以外の
41～75歳未
満

○
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②健康教育
    ・健康相談等

②一般歯科健診・健康
教育・健康相談等

介護予防・生活支援サービス
事業

一般介護予防事業

市 町 村 名

４　　　妊　　産　　婦 ５　　　　成　　　　　　　　人 ６　　　高　　　　齢　　　　者

（１）歯科健診
（２）健康教育
・保健指導 （１）健康増進法に基づく歯科保健事業等

（２）その他の歯と口腔に関する健診等、
健康増進法以外の事業

（１）地域支援事業（介護保険法）に基づく介護予防事業 （２）要支援・要介護者等を対象とした歯科保健事業

介
護
保
険
法

　
以
外
の
事
業

後
期
高
齢
者
歯
科
健
診

8
0
2
0
表
彰
の
実
施

①妊婦 ②産婦

事
業
名 対　象 事業名・対象

訪
問
歯
科
診
療

訪
問
口
腔

 
 

衛
生
指
導

歯
科
医
師
の
参
加

歯
科
衛
生
士
の
参
加

➀歯周疾患検診 ➀歯周疾患検診

総合事業

口腔機能向上等に関する事業

個
 

別
対　象 事業名・対象

集
 

団

個
 

別

集
 

団

個
 

別

集
 

団

個
 

別

集
 

団
対象 事業名 対象

訪問歯科診療等 その他

（４）（３） （５）

風 間 浦 村
育児学

級

フレイル予防教
室・40歳以上の住
民

フレイル
予防教室

佐 井 村 ○ ○ 40・50・60・70歳 ○
（１）対象以
外の２０歳
以上の住民

口腔がん検診・２
０歳以上の住民

○

歩
行
困
難
者

寝
た
き
り
者
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①市町村主催または共催 ②その他の機関・団体主催

展示
・広報

歯科
健診
・相談

事業名（内容） 事業名（内容） 祝休日
年末年始
（期間）

盆期間 準夜

輪：輪番制
固：固定制

（数値は開設
施設数）

○：歯科診療
　　室あり
＊：開設予定

○：設　置
歯　科
医　師

歯　科
衛生士

青 森 市 ○

・広報あおもりにて年2回、歯周疾患検診等の周知
と併せて普及活動実施

・親と子のよい歯のコンクール
（青森市歯科医師会と共催による歯科診察）
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のた
め中止

・市内保育園（所）、幼稚園、認定こども園、地域型
保育事業者施設にむし歯予防の啓発チラシを配
布

○
○

（12/31
～ 1/3)

輪
延91ヵ所

八 戸 市 ○

・マタニティ健康相談
（妊娠届出時の健康相談で「歯の健康ミニブック」
を配布）

・市民健康づくり講座（「知っておきたいお口のケ
ア」として歯科医師より講話）

○
○

（12/31
～1/3）

○
（8/13
～15）

固1
休日歯科
診療所

平 内 町 ○

今 別 町 ○

蓬 田 村 ○

外 ヶ 浜 町 ○ むし歯のない3歳児と親・児童・生徒表彰

弘 前 市 ○
○

（12/31
～1/3）

輪　73
1

（非常
勤）

黒 石 市

平 川 市

西 目 屋 村 ○

藤 崎 町 ○

大 鰐 町 ○

田 舎 館 村

１１　歯科技術職員の配置

（１）歯と口の
健康週間

（２）その他健康展等

③健康教育
 ・研修会等

②歯科健診
・相談

10　保健センターの設置

➀保健セン
ター等

②口腔保健
室等

（R３年３月３１日現在）

①歯科診療
市 町 村 名

７　心　身　障　が　い　（児）　者　 ８　　普　及　啓　発　活　動　等 ９　　休 日 歯 科 応 急 診 療

➀　開　　設　　日 ②診療体制
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①市町村主催または共催 ②その他の機関・団体主催

展示
・広報

歯科
健診
・相談

事業名（内容） 事業名（内容） 祝休日
年末年始
（期間）

盆期間 準夜

輪：輪番制
固：固定制

（数値は開設
施設数）

○：歯科診療
　　室あり
＊：開設予定

○：設　置
歯　科
医　師

歯　科
衛生士

１１　歯科技術職員の配置

（１）歯と口の
健康週間

（２）その他健康展等

③健康教育
 ・研修会等

②歯科健診
・相談

10　保健センターの設置

➀保健セン
ター等

②口腔保健
室等

（R３年３月３１日現在）

①歯科診療
市 町 村 名

７　心　身　障　が　い　（児）　者　 ８　　普　及　啓　発　活　動　等 ９　　休 日 歯 科 応 急 診 療

➀　開　　設　　日 ②診療体制

板 柳 町
○障害者
（寝たきり等
口腔指導）

○

おい ら せ町 ○

三 戸 町

五 戸 町 ○
健康まつり
ケーブルテレビにおいて歯科医師による講話を放
映している。

田 子 町

南 部 町 ○
地区歯科健康教室
健活講座（歯科医師による講演）

階 上 町 ○

新 郷 村 ○
○

歯科
診察室

五所川原市 ○
歯の健康診断室
（新型コロナで中
止）

1 1

つ が る 市

鰺 ヶ 沢 町 ○

深 浦 町 ○ ○：設　置

18



①市町村主催または共催 ②その他の機関・団体主催

展示
・広報

歯科
健診
・相談

事業名（内容） 事業名（内容） 祝休日
年末年始
（期間）

盆期間 準夜

輪：輪番制
固：固定制

（数値は開設
施設数）

○：歯科診療
　　室あり
＊：開設予定

○：設　置
歯　科
医　師

歯　科
衛生士

１１　歯科技術職員の配置

（１）歯と口の
健康週間

（２）その他健康展等

③健康教育
 ・研修会等

②歯科健診
・相談

10　保健センターの設置

➀保健セン
ター等

②口腔保健
室等

（R３年３月３１日現在）

①歯科診療
市 町 村 名

７　心　身　障　が　い　（児）　者　 ８　　普　及　啓　発　活　動　等 ９　　休 日 歯 科 応 急 診 療

➀　開　　設　　日 ②診療体制

鶴 田 町 ○

○いのちのまつり（健康まつり）むし歯０本児表彰
式
（前年度3歳児健診でむし歯がなかった幼児を対
象に、健康まつりで表彰式を開催）
※新型コロナウイルス感染症対策として、いのちの
まつり（健康まつり）は中止となったが、対象者に表
彰状等を郵送し、むし歯予防の普及啓発を図っ
た。

○いのちのまつり（健康まつり)歯の健康診断室
※北五歯科医師会との共催
（①歯科健診　②ブラッシング指導　③歯科パネル
展示　④むし歯予防ポスター展示(町内小学校入
選作品）⑤成人歯周病健診（ペリオスクリーン、歯
援プログラム））
※新型コロナウイルス感染症対策として、いのちの
まつり（健康まつり）は中止

中 泊 町

健
康
週
間

　
ポ
ス
タ
ー
展
示

・
三
歳
児
健
診

・
個
別
フ
ッ
素
塗
布

むし歯のない子の表彰
（町の町民文化祭にて）
・３歳児健診にてむし歯のなかった幼児
・学校歯科健診にてむし歯のなかった小学６年生
および中学３年生

十 和 田 市 ○

三 沢 市 ○

○
（5/3
～

5/6）

○
（12/30
～1/3）

輪：９施設

野 辺 地 町 ○

七 戸 町 ○
歯周疾患関連記事と歯周疾患検診実施の記事掲
載

○
（診察
室）

1
（会計
年度任
用職員
）

六 戸 町 ○
「よい歯の3歳児表彰」（六戸町健康づくり推進協
議会による表彰）
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①市町村主催または共催 ②その他の機関・団体主催

展示
・広報

歯科
健診
・相談

事業名（内容） 事業名（内容） 祝休日
年末年始
（期間）

盆期間 準夜

輪：輪番制
固：固定制

（数値は開設
施設数）

○：歯科診療
　　室あり
＊：開設予定

○：設　置
歯　科
医　師

歯　科
衛生士

１１　歯科技術職員の配置

（１）歯と口の
健康週間

（２）その他健康展等

③健康教育
 ・研修会等

②歯科健診
・相談

10　保健センターの設置

➀保健セン
ター等

②口腔保健
室等

（R３年３月３１日現在）

①歯科診療
市 町 村 名

７　心　身　障　が　い　（児）　者　 ８　　普　及　啓　発　活　動　等 ９　　休 日 歯 科 応 急 診 療

➀　開　　設　　日 ②診療体制

横 浜 町

東 北 町 ○

六 ヶ 所 村 ○

む つ 市

 
○

（
コ
ロ
ナ
の

　
　
た
め
中
止

）

 
○

（
コ
ロ
ナ
の

　
　
た
め
中
止

）

地産地消感謝祭
（普及啓発パンフレット等を配布）

2

大 間 町 ○

東 通 村 ○ 健康カレンダーに掲載

風 間 浦 村 ○

広報への記事掲載
・口腔内の衰えについて

健康カレンダー記事掲載
・健やかな歯と歯ぐきでよくかもう

佐 井 村

○障害者

在宅で通院
困難者や村
内介護保険
施設入所者
で希望する
者に対して歯
科相談を実
施

○
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（別紙）

計 40歳 50歳 60歳 70歳 計 40歳 50歳 60歳 70歳 計 40歳 50歳 60歳 70歳 40歳 50歳 60歳 70歳

青 森 市 16,248 3,418 3,832 4,047 4,951 1,624 407 350 427 440 10.0 11.9 9.1 10.6 8.9 28.2 27.4 25.0 21.6

八 戸 市 13,013 2,715 3,415 3,067 3,816 1,665 370 480 450 365 12.8 13.6 14.1 14.7 9.6

平 内 町 640 119 129 180 212 55 9 10 14 22 8.6 7.6 7.8 7.8 10.4 27.8 25.8 21.8 15.4

今 別 町 162 17 40 32 73 6 2 4 3.7 0 0 6.3 5.5 27.0 23.5

蓬 田 村

外ヶ浜町 296 41 54 72 129 7 0 3 0 4 2.4 0 5.6 0 3.1 26.7 15.0

弘 前 市 9,222 1,901 2,187 2,318 2,816 901 220 220 196 265 9.8 11.6 10.1 8.5 9.4 28.1 27.4 25.7 22.7

黒 石 市 1,933 390 429 500 614 164 40 26 49 49 8.5 10.3 6.1 9.8 8.0

平 川 市 1,761 344 400 452 565 162 39 32 38 53 9.2 11.3 8.0 8.4 9.4 28.3 27.4 25.7 22.9

西目屋村 49 8 20 21 8 1 2 5 16.3 12.5 10.0 23.8 27.0 26.0 21.8

藤 崎 町 805 163 193 200 249 56 16 10 13 17 7.0 9.8 5.2 6.5 6.8 28.4 27.7 27.8 24.5

大 鰐 町 569 101 127 142 199 27 3 4 8 12 4.7 3.0 3.1 5.6 6.0 28.3 22.3 25.3 21.5

田舎館村 417 70 90 119 138 47 7 16 15 9 11.3 10.0 17.8 12.6 6.5 28.0 27.3 24.6 20.9

板 柳 町 387 39 60 100 188 6 3 0 3 0 1.6 7.7 0 3.0 0 29.3 24.7

おいらせ町 1,410 337 362 300 411 81 20 19 20 22 5.7 5.9 5.2 6.7 5.4 28.2 26.9 25.7 22.3

三 戸 町

五 戸 町 974 150 193 281 350 78 16 18 18 26 8.0 10.7 9.3 6.4 7.4 27.9 26.4 22.0 23.5

田 子 町 331 48 78 82 123 47 13 8 9 17 14.2 27.1 10.3 11.0 13.8

南 部 町 1,050 180 235 258 377 98 8 24 17 49 9.3 4.4 10.2 6.6 13.0

階 上 町

（ ※ 参 考 ）
280 22 28 55 175 17 1 3 2 11 6.1 4.5 10.7 3.6 6.3 28.0 28.7 16.5 20.3

新 郷 村 124 11 18 37 58 11 2 0 4 5 8.9 18.2 0 10.8 8.6 29.5 22.3 17.8

五所川原市 3,159 570 697 869 1,023 329 62 68 90 109 10.4 10.9 9.8 10.4 10.7 28.1 27.3 24.6 20.6

つがる市 1,873 344 392 502 635 60 13 12 28 7 3.2 3.8 3.1 5.6 1.1

鰺ヶ沢町

深 浦 町 449 52 104 120 173 13 1 4 3 5 2.9 1.9 3.8 2.5 2.9

鶴 田 町 706 125 174 168 239 64 7 24 13 20 9.1 5.6 13.8 7.7 8.4 28.1 27.0 22.3 20.4

中 泊 町

十和田市 3,582 696 867 828 1,191 399 85 92 95 127 11.1 12.2 10.6 11.5 10.7 27.4 25.9 25.1 19.9

三 沢 市 2,095 492 523 457 623 351 84 79 78 110 16.8 17.1 15.1 17.1 17.7 27.4 26.8 25.3 21.6

野辺地町 823 182 162 210 269 43 9 6 10 18 5.2 4.9 3.7 4.8 6.7 28.7 28.0 26.8 17.7

七 戸 町 862 164 170 204 324 150 27 23 36 64 17.4 16.5 13.5 17.6 19.8 28.2 27.1 23.8 18.3

六 戸 町

横 浜 町 240 53 54 51 82 25 8 7 4 6 10.4 15.1 13.0 7.8 7.3 28.4 27.3 23.0 20.2

東 北 町 1,011 190 206 279 336 49 11 14 11 13 4.8 5.8 6.8 3.9 3.9 28.1 26.3 24.1 18.1

六ヶ所村 519 114 132 114 159 25 4 12 4 5 4.8 3.5 9.1 3.5 3.1 28.0 26.8 26.3 18.0

む つ 市 3,311 660 754 817 1,080 141 36 30 37 38 4.3 5.5 4.0 4.5 3.5 28.1 27.6 23.9 18.7

大 間 町

東 通 村 399 74 97 102 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

風間浦村

佐 井 村 101 12 19 28 42 2 2 0 0 0 2.0 16.7 0 0 0

青 森 県 68,801 13,802 16,241 17,012 21,746 6,711 1,524 1,596 1,699 1,892 9.8 11.0 9.8 10.0 8.7 28.0 27.1 25.0 21.2

※参考：国保加入者のみを対象として実施

※空欄は歯周疾患健診未実施（R2年度のみ未実施を含む）、または保有歯数のデータがないため

（R2年度各市町村における歯と口の健康づくりに関する取組状況調査から作成）

令和２年度 各市町村における歯周疾患検診結果

　　対象者数（人）
《健康増進法に基づく

　    歯周疾患検診対象者》
受診者数（人） 受診率（％）

 一人平均保有歯数（本）
 《健全歯数＋未処置歯数
 　＋処置歯数》


